
給特法･教育公務員特例法施行規則「改正」のパブコメ募集中

特定の予算、教職員定数増もなく、業務縮減・超勤解消はできない
文部科学省のパブリックコメントに現場の声を届けましょう！

高教組が改訂給特法･教育公務員特例法施行規則で
大きな問題と考えること

パブリックコメントの提出方法 意見には理由をつけて以下のいずれかで

(1)電子政府の総合窓口(e―Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリックコメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意見募集要
領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリックし、

「パブリックコメント:意見入力」より提出を行ってください。

(2)郵送・電子メールにて意見を提出する場合 ここから行けます

住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関3―2－2
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 宛

電子メールアドレス：syobo@mext.go.jp

(判別のため、件名は【公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特
別措置法施行規則及び教育公務員特例法施行規則の一部を改定する省令案への意

見】としてください。なお、添付ファイルは開くことができないので、必ずメー

ル本文に記入してください。

※意見提出の様式
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則及び教

育公務員特例法施行規則の一部を改正する省令案への意見」

・氏名 ・住所 ・電話番号 ・意見

高教組が考える超過勤務解消施策案(パブリックコメント案)

① 少人数学級の実現や義務標準法の基礎定数の抜本的改善により、教職員を

抜本的に増やし、業務量を減らすこと。

(全日本教職員組合・教組共闘連絡会が「教職員の時間外労働などに関するアンケート」
等を基にした研究データでは、教職員を1.4倍にするだけで「残業ゼロ」となるとの結
果が出ています)

② そのために、教育予算を大幅に増やすこと。
③ 長時間過密労働の法的な歯止めとなる残業代支給のしくみを設ける給特法

の抜本的な改正をすること。

これから県人事委員会、県教育委員会との賃金権利の交渉が始まります。高教組組合員であれば、交渉に参加できます。是非、組合加入を！

高教組HPにもUP ※文部科学省に、現場の声を届けましょう！（パブリックコメントは９月３日23:59までに必着）

8 月 4 日から 9 月 3 日必着で、文部科学省は｢公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法(以下｢給特法｣)施行規則及び教育公務員特例法施行規

則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント｣を開始しました。50数年

ぶりの給特法改定の中心的論点は、教職員の長時間過密労働の解消であったはずな

のに、膨大な時間外勤務を｢在校等時間｣という概念で労働時間として認めず、一切

の残業手当を支給しないという労働基準法の原則を平然と踏みにじったところに最

大の問題点があります。その上、具体的な施策、人員増や予算も決めずに、進めよ

うとしている改革に「待った」をかける手段の一つがパブコメへの意見集中です。


